
公的研究費管理規程 

 

 

平成 19 年 4 月 3 日制定 平成 19 年 4 月 3 日施行 

平成 21 年 10 月 1 日改定 

（第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 13 条改定） 

平成 27 年 10 月 1 日改定 

（第 19 条追加） 

令和 3 年 5月 1 日改定 

（第 10 条追加、第 7 条、第 11 条、第 14 条、第 22 条改定） 

 

 

 

この規程は、国民の税金を財源とする公的研究費の管理・運営を公正・適正に行うことを

目的として制定されたものであって、会社と従業員は、それぞれの担当する経営、職務に

ついて責任をもって誠実にその業務を遂行することにより、この目的を達成しなければな

らない。 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第 1 条 この規程は、公的研究費の管理・運営について必要な事項を定めることにより、株

式会社アミンファーマ研究所（以下、「会社」という。）又は会社に所属する社員が研究

費の管理及び運営を適正に行うことを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 公的研究費とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人、又は経済産

業省又は経済産業省が所管する独立行政法人、又は自治体等から配分される競争的資金を

中心とした公募型の研究資金をいう。 

 

（適用範囲） 

第 3 条 公的研究費について、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人、又は経

済産業省又は経済産業省が所管する独立行政法人、又は自治体等に別途定めがある場合に

はそれによるものとする。 

 

 

第２章 責務 

（会社の責務） 

第 4 条 会社は、会社又は会社に所属する社員が公的研究費の交付を受けて研究を行う場合、

法令及び社内規程等に従って会社としての公的研究費の管理・運営を行う責任を果た



すものとする。 

 

（社員の責任） 

第 5 条 社員は、公的研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生

産活動であることを念頭において本規程を遵守するとともに、公的研究費の使用に関して、

公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。 

2. 配分を受ける社員は公的研究費の管理・運営に関する責任を果たすことを、文書により

誓約しなければならない。 

 

 

第３章 責任者 

（ 高管理責任者） 

第 6 条 代表取締役は会社の公的研究費に関する管理・運営について、 高管理責任者と

して総括する。 

2. 高管理責任者は、公的研究費の管理・運営に関する計画の策定及び推進並びに進捗管

理及び報告について全責任を負うものとする。  

3． 高管理責任者は、公的研究費の執行が当初の計画よりも著しく遅れている場合は、担 

当部門と協議し問題の把握、改善に努める。  

4． 高管理責任者は、正当な理由により公的研究費の執行が遅れると判断した場合は、担 

当部門と連携して、繰越制度を積極的に活用する。 

 

（統括管理責任者） 

第 7 条 専務取締役は、会社の公的研究費に関する管理・運営について、統括管理責任者

として 高管理責任者を補佐する。なお、専務取締役が不在の場合は研究開発部長が兼務

するものとする。 

2. 統括管理責任者は、社内全体の公的研究費の管理・運営を統括するとともに、社内全体

の公的研究費の運営管理が正確に処理されるよう努めなければならない。 

3. 統括管理責任者は、公的研究費により雇用された非常勤職員についてその勤務状態を把

握し、非常勤職員の一部には勤務状態についてのヒアリングを実施する。 

4. 統括管理責任者は、公的研究費の管理事務の内、特に重要な事項については事前に 高

管理責任者と相談し、同意を得るものとする。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第 8 条 研究開発部長は、社内の公的研究費に関する管理・運営について、コンプライア

ンス推進責任者として統括管理責任者を補佐する。 

2. コンプライアンス推進責任者は、研究開発部門が使用する公的研究費が適切な管理のも

と運用がなされているか、モニタリングを行う。 

3. コンプライアンス推進責任者は、特に重要な事項については事前に統括管理責任者と相



談し、同意を得るものとする。 

 

（コンプライアンス推進副責任者） 

第 9 条 研究開発部長はコンプライアンス推進副責任者として研究開発部に所属する研究

者のうち 1 名をコンプライアンス推進副責任者として任命する。  

2．コンプライアンス推進副責任者は社内の公的研究費の適正な管理・運営について、コン

プライアンス推進責任者を補佐する。 

 

（監事） 

第 10 条 監査役は監事として不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全

体の観点から確認する。 

2. 監事は、特に統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するもモニタリン

グや内部監査により明らかになった不正発生要因が不正防止対策に反映されているか、対策

が適切に実施されているかを確認し、役員へ報告する。 

 

 

第４章 研修・相談 

（研修） 

第 11 条 高管理責任者及び統括管理責任者は、社員に公的研究費の管理・運営に関す

る研修を行わなければならない。 

2. 高管理責任者及び統括管理責任者は、研修内容を決定した後、コンプライアンス推進

責任者へ研修の実施を指示する。 

3. コンプライアンス推進責任者は研修を定期的に実施し、公的研究費の管理・運営に携わ

る社員は、この研修を受けなければならない。 

4. 研修では公的研究費を正しく理解できる内容とし、特に、不正なく正しく購入すること、

購入については社内の購入フローに従うことを徹底する。不正が発覚した場合の処分、自

らの弁償責任、研究費の返還や申請資格制限のほか、当社の不正対策についての説明や、

公的研究資金の繰越制度についても説明し理解を深める。 

 

（相談窓口） 

第 12 条 社内外からの公的研究費の管理・運営に関する相談窓口を、総務部に置く。 

2. 社員から公的研究費の管理・運営に関して相談を受けた場合、総務部は関係部署と連携

して、速やかに対処しなければならない。 

 

 

第５章 不正防止 

（不正の防止に対する責任） 

第 13 条 高管理責任者は、会社における公的研究費の管理・運営に係る不正の発生の



防止に努めなければならない。 

2. 統括管理責任者は、会社における公的研究費の管理・運営に係る不正の要因を把握・分

析し、不正防止計画を策定・推進し、 高管理責任者に報告しなければならない。 

 

（物品の発注と検収） 

第 14 条 研究に必要な物品は、公的研究費運用のための職務分掌・職務権限規程に基づく

決裁権者又は決裁権者の指定するものが、研究者からの依頼に基づき発注と検収を行い、

研究者に物品の引き渡しを行うものとする。 

2.やむを得ない事情により研究者自身が立替精算等により物品を発注・受領した場合は、

速やかに発注及び検収部門へ報告し、物品の確認・検収を受けなければならない。 

3．購入物品が報告書等の成果物である場合、その成果物を発注者以外に 高管理責任者及

び統括管理責任者が確認する。 

4. 公的研究費で購入した物品は、その他のものと明確に区別し保管・使用するものとする。

特に機械備品等については購入年月日・設置場所等を記録し管理する。 

 

（不正を行った業者への対応） 

第 15 条 公的研究費の不正使用に関与した業者については、その業者名、所在地、業種

を公開するとともに、取引停止の処分を行う。 

 

（内部監査と監査） 

第 16 条 競争的資金等の適正な管理のため、モニタリング及び内部監査を実施する。 

2. モニタリングについては支出状況の定期的な確認など、適正管理に向けた取組を実施す

る。 

3. 内部監査の実施の対象及びその数等については、文部科学省研究振興局及び独立行政法 

人日本学術振興会など競争的資金等を所管する機関の指導があればそれに従うものとし、

その他の場合には 高管理責任者が必要な事項を定める。 

4. 内部監査は公的研究費のための監査規定に基づき、不正防止計画推進班と連携して、

高管理責任者が任命した職員が行うものとする。 

 

（使用に関するルールの相談窓口） 

第 17 条 競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受ける

相談窓口を総務部に設置する。 

 

（通報窓口の設置） 

第 18 条 内外からの競争的資金等の不正に関する通報を受け付けるため、総務部又は

高管理責任者に通報窓口を置く。 

2. 総務部が通報を受けた場合にあっては直ちに 高管理責任者に報告する。 



3. 不正があると判断された場合には、 高管理責任者は是正処置及び再発防止措置をとら

なくてはならない。 

4. 通報者について、 高管理責任者はその保護に配慮する。 

 

 

第６章 雑則 

（情報の公開） 

第 19 条 会社は公的研究費の管理・運営に関する情報のうち、本規程の他、次の各号に

掲げる情報を公開するものとする。 

1.   本規定の定める責任者の役職 

2.   公的研究費に係わる課題名等の基本情報 

3.   本規定の定める相談・通報窓口 

4.   その他、 高管理責任者が必要と認める事項 

 

（取引業者との契約） 

第 20 条 会社は公的研究費を使用して物品等を業者から購入する際には、公的研究費は税

金より賄われていることを十分に理解した上で、公的研究費の使用を公正・適正に行うこ

とを目的として、業者より取引に関しての誓約書の提出を求めるものとする。 

 

 

＜附則＞ 

（管理責任） 

第 21 条 この規程の管理責任部署は、総務部とする。 

 

（改廃） 

第 22 条 この規程に改廃の必要が生じた場合は、総務部が取り纏め、各責任者の確認後、

高管理責任者の承認のもとに行うものとする。 

 

（施行） 

この規程は、平成 19 年 4 月 3 日より実施する。 

 

 

 

 

平成 19 年 4 月 3 日  

千葉県千葉市中央区亥鼻 1－8－15 

株式会社アミンファーマ研究所 

代表取締役社長 五十嵐 一衛 


